協議書の提出にあたって

※この手続きは事業面積が１，０００㎡以上の場合に必要となります。
協議書の提出にあたっては、下記の事項をご確認の上、ご提出ください。
１．協議書の提出者は事業主（住宅の場合は建築主名）となります。申請代理人名義での提出はできません。
２．協議書の提出部数・・・１部
３．計画概要書は、３枚目の参考様式を参考に、計画の概要を記載してください。

４．関係図面は①位置図、②配置図、③平面図、④基礎伏図、⑤基礎の深さのわかる図面を必ず添付してください。③・⑤については、給排水管敷設計画図を含みます。そのほか工事内容によって他の図面が必要になる場合がありますので、お問合せください。
５．協議書への回答は、協議書をご提出いただいてから２週間程かかります。協議書は工期に充分な余裕を持ってご提出ください。おおよそ工事着手予定の３ヶ月前までにご提出ください。
※協議の結果、確認調査等が実施されることになった場合は、発掘調査が終了し遺跡への影響がないことが確認されるまで工事には着手できませんので、ご注意ください。
６．協議書提出後、計画内容に変更があった場合は、速やかに白石市教育委員会生涯学習課文化財係までご連絡ください。
そのほか、手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
　　【お問合せ・ご連絡先】
白石市教育委員会 生涯学習課文化財係
ＴＥＬ：０２２４－２２－１３４３

［協議書様式］　
第　　　　　　　号
年　　　月　　　日
白石市教育委員会教育長　殿
住所：

氏名：
計画と埋蔵文化財の関わりについて（協議）

このことに ついて、下記のとおり開発の基本計画を策定中ですが、開発の計画及び実施に当たり、文化財保護法の趣旨及び適用措置を十分に尊重いたしたく、関係書類を添えて協議いたします。

記

１．
事業名
：


２．
事業実施年月日：


３．
事業実施予定地
：


４．協議対象遺跡
：


５．
提出書類

①計画概要書

②位置図及び関係図面
６．
備考
：




（参考様式）
計画概要書
１．事業名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．事業主体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．事業概要
　　工事場所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　敷地面積：
　　　　　　　㎡
　　工事種目：
　　　　　　　　　　　
　　規模構造：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　基礎の工法および深さ：　　　　　　　　　　工法、　　　　　　ｍｍ
　　切り土の有無：　　有　・　無        （ある場合　　　　　ｍｍ）
　　盛り土の有無：　　有　・　無        （ある場合　　　　　ｍｍ）
　　舗　装の有無：　　有　・　無        （ある場合　掘削　　　　　ｍｍ）
　　土壌改良の有無：　有　・　無        （ある場合の工法：　　　　　　　　）
　　給排水管布設時の掘削規模：　幅　　　　　ｍｍ、深さ　　　　　ｍｍ
４．当該地を選択した理由および計画内容について
